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研究成果の概要（和文）：研究目的である持続的な福祉政策を実現するには、様々な福祉サー

ビスの特質に適合した負担のあり方を求めることが重要である。こ うした視点に立って、平成

２３年度までは適正負担の原則に関する先行研究のトレースや福祉公共財の分類とそれらに適合

する負担のあり方を巡る理論的深化を行ってきた。平成２４年度には具体的改革の方向性を探

ることと、ドイツと日本の福祉政策の負担のあり方の相違を比較した。以上の考察をふまえて

成果として、①適正負担原則を福祉の可能な分野で強化していくこと、②配分と分配の機能分

化を明確にしていくこと、の二つの改革の方向性を明確にした。 

 

 

研究成果の概要（英文）：For a welfare system to sustain itself, people should pursue the 

proper burden based on characteristics of various welfare services. Our study’s purpose 

has been to demonstrate this point. In 2010-2011, we traced preceding studies about the 

proper burden principle and deepened welfare system theory over classification of the 

welfare public goods and the method of the proper burden. In 2012, we compared welfare 

policy in Germany and Japan, and investigated the directionality of reform. On the basis 

of the above-mentioned considerations, our study revealed two clear directionalities of 

reform:  

① A differentiation of distribution and allocation functions. 

② An expansion of the coverage of the proper burden principle in the field of the welfare. 
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１．研究開始当初の背景 

本研究は、研究の分析の基準を「適正負担の
原則」に置いている。ここで言う「適正負担
の原則」とは、Emil Sax(1887)に淵源を持ち、
K.Wicksell(1896 )および.E.Lindahl(1919)

等を経て、J.M.Buchanan/ G.Brennan(198

0)等の公共選択論へ連なる財政負担の公正な
あり方を求める原則である。それは要約すれ
ば、「あらゆる公共サービス（したがって福
祉サービスも）が国民を捉える捉え方はさま
ざまであるので、多様な公共サービスの特質
に適合した負担を求めることこそ社会的公
正にかなった財源調達法である」というもの
である。それは単なる「所得分配の公平」の
みを言っているのではない。市民＝納税者が
最も不満に思うのは、自らの負担が他者や他
政府レベルの不公正な受益に使われること
である。これからの行政に強く求められるの
は、こうした負担のアカウンタビリティであ
り、受益と負担の明確化であろう。 

 近年、少子・高齢化時代の財源調達問題を
はじめ、公債の累増、国と地方の財政関係の
抜本改革などの問題解決が緊要になってく
るとともに、ようやく｢受益と負担の明確化｣
が叫ばれるようになった。ドイツにおいても、
伝統的に「等価負担原則」（Äquivalentsprin

zip）の名のもとに、こうした「受益と負担の
適合」が求められてきた。しかし問題は、こ
れらの分析が単なる理念にとどまり、極めて
限定的にしか現実の予算政策過程に反映さ
れていないことである。このため、この理論
は｢制度的空白｣ともいうべき状態に置かれ
ている｡本研究は適正負担原則を機軸にこう
した制度的空白を福祉政策分野においてい
かにして埋めることができるか、またそれが
実現した場合、福祉財政にいかなるプラスの
効果をもたらすのかを明らかにすることで
ある。とりわけ、そうした問題を国と地方の
福祉サービスの分担とそれに適合する財源
調達のあり方に絞って、ドイツと日本を比較
考察していく。ドイツでは、近年いわゆる「牽
連性の原則」（政策の意思決定した政府レベ
ルがその財源調達の責任を負うべきである
という原則）が各州の憲法に相次いで盛り込
まれる動きがみられ、特に福祉の分野で上記
の「制度的空白」を現実に埋める方向が目指
されている。こうしたドイツの動向は財政構
造改革や三位一体改革の中で、政策事務の自
治体への委任が増えても、十分な財源を伴わ
ない結果をもたらしている現代日本の地方
行財政問題解決にとっても有益な指針とな

るであろう。 

 

２．研究の目的 
   人口減少時代における福祉公共サービス
供給のありかたでもっとも問われるのは、公
共サービスの「受益」と「負担」の適合性で
ある。本研究はこうした問題意識を持って、
人口減少時代の福祉財政問題、とりわけ社会
扶助、失業手当・介護・医療に焦点を当て、
日本とドイツの制度・政策比較の上で、受益
と負担の適合を求めるものである。その分析
機軸は、「適正負担の原則」にある。この原
則は単なる応益原則を言うのではない。福祉
サービスが国民や住民を捉える捉え方の違
いにできるだけ適合した負担のあり方を求
めようとする原則である。この適正負担の原
則を福祉分野で拡大強化することによって、
受益と負担の適合が実現できる。問題は、ど
の分野で、いかにして負担の適正化が可能か
を探ることである。こうした分析基準をもと
に、福祉財政システムの持続可能性を探求す
るものである。 
 
３．研究の方法 
 本研究で取り上げるのは、人口減少社会に
おける持続可能な福祉政策を探求するため
の視点である。本研究は、その視点を受益と
負担の適合に求める。福祉サービスの分類と
位置づけに関する先行研究および最近の理
論的・制度的展開をトレースすることが本研
究の出発点になる。それに基づき、公共財、
とりわけ福祉公共財の特徴づけと公共財パ
ースペクティブにおける位置づけを明確に
する。次に日本とドイツの福祉政策の現実を
比較し、それぞれが受益と負担のかい離問題
をいかに解決しようとしているかを浮き彫
りにする。最後に、以上の分析結果を踏まえ
て日本における持続可能な福祉政策、特に社
会扶助（生活保護）・失業手当・介護・医療
分野での適正負担の原則の強化のための改
革の方向性を提示する。 
 
４．研究成果 
 本研究の主たる目的は、第一に、世代間の
役割分担に関して、現役世代と将来世代間の
福祉サービスの給付と負担のバランスに関
して適正負担原則の観点から問題をえぐり
だし、その抜本改革を考察する。第二に、国
と地方の間の福祉の役割分担の明確化のた
めに、とりわけ国から地方への義務付けと財
源調達問題に分析のメスを入れる。この点に



関して、一つの教訓になるのが、ドイツの「牽
漣性の原則」の有効性についてである。牽連
性の原則とは、中央政府と地方政府レベルで、
政策意思決定した政府が財源調達について
も責任を持つという原則で、ドイツで 2000
年以降、自治体の要請によって州憲法に盛り
込まれていった原則である。これにより、自
治体はこの原則を遵守していない州を裁判
で提訴できるようになった。こうして、政策
決定と費用負担の分離を解消させる「適正負
担の原則」の制度化がある程度実現していっ
た。これらをつぶさに探求し、日本での改革
の可能性を探った。第三は、官と民の役割分
担を適正負担の原則からアプローチする。負
担を適正化することを通して、官と民の守備
範囲を明確にすることができる。このうち、
第一と第二の目的はほぼ達成できた。その研
究成果は主として、八巻の「ドイツ連邦制度
改革の経緯と課題」（2010 年）および「適正
負担の適用と課題-ドイツの社会扶助を中心
として-」（2011年）にまとめられている。特
に、連邦システムの現代化の目標のもとに連
邦と州の財政関係の新しいルール作り、失業
扶助と社会扶助の統合を中心とするいわゆ
る「ハルツⅣ改革」のドイツの経験の検証を
通じて、国と地方の財政関係や失業手当、社
会扶助などの福祉給付の改革の方向を浮き
彫りにしていった。第三については、主とし
て介護サービスを中心として、営利、非営利
事業の地域参入行動の実証分析を行った中
澤の「地方財政改革と公共サービス水準の変
化」ミニ・ワークショップ「地域間競争・協
調と分権システム」（同志社大学）としてま
とめられている。以上の実績は、福祉領域の
個別分野を対象としているが、そこに共通す
る改革要因を浮き彫りにしている。すなわち、
社会扶助や介護保険給付の執行機関は自治
体が現実適合的でありふさわしい。その意味
では地方分権の強化が求められる。しかし、
他方で財源調達を分権的に行った場合、財源
の地域間格差を拡大する結果をもたらす。し
たがって、財源調達の責任をあくまで政策の
意思決定を行う中央政府に求め、中央政府が
地域格差を考慮しながら弾力的に配分して
いくのが適正負担の原則にかなうやり方で
ある。また、福祉行政の中でも民間の営利・
非営利事業の地域的参入の可能性の拡大、福
祉サービスの中での受益者負担の可能性の
強化も、公共性要素の確保、適正な分配状態
を前提として配分適正化問題として進める
べきことを明確にした。要は「補完性原理」
の観点から意思決定レベル、執行レベル、財
源調達レベルを「適正負担の原則」に矛盾す
ることなく定めていく改革が求められるの
である。 
 以上の考察をふまえて成果として①適正
負担原則を福祉の可能な分野で強化してい

くこと、②配分と分配の機能分化を明確にし
ていくこと、の二つの改革の方向性を明確に
した。こうした方向性から、年金や介護保険
分野で例えば保険料支払いと結びつかない
給付は、分配政策として明確化し、一般財源
でまかなうべきものであり、もし一般財源と
してまかなうことができないのであればそ
の給付は廃止すべきものであろう。それらが
従来同じ保険料財源の中に数多く混在して
いたことが問題である。分配と配分の分離の
観点から、それらの混在する部分を抽出して、
正しい財源のあり方に改革していく必要が
出てくる。 

 こうした成果による改革の実現によって、
従来聖域化されてきた福祉分野で租税か保
険料か受益者負担かの財源選択の適正化に
踏み込むことができる。これらの改革は今後
人口減少時代での福祉システムの持続可能
性を高める鍵となるものである。 
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